
京都市廃棄物減量等推進審議会 

第７回事業系ごみ減量対策検討部会 
 

平成 20 年 ５月 １日 

保養所きよみず 大会議室 

 

（次 第） 

 
Ⅰ  開 会                                  １０：００ 

Ⅱ 議 事 

 

１ 事業系ごみ減量に有効な方法の検討 
（方法ごとの長所，短所整理，効果の予測等） 

 
２ 排出事業者のごみ減量に向けた周知・啓発方法の検討 

（減量マニュアルの素案について等） 
 
３ 事業系ごみの全般的な減量化対策について 
 
 

Ⅲ 閉 会                     １２：００ 
 
 
 
 

資料 １：他都市事例から有効とされる発生抑制・再使用・資源化へのアプローチ 

資料 ２：「経済的側面」からのアプローチ 
資料 ３：指定袋制度の比較 

資料 ４：指定袋導入に関するアンケート 

資料 ５：ごみ収集時計量機能付き収集車について 

資料 ６：「法的側面」からのアプローチ 

資料 ７：「行動支援的側面」からのアプローチ 

資料 ８：パートナーシップで進める新たなごみ減量 

資料 ９：各都市の事業系ごみ指定袋制度について 

資料 10：各都市のごみ量の推移 

資料 1１：今後のスケジュール（案） 
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他都市事例から有効とされる発生抑制・再使用・資源化へのアプローチ 

【第６回部会資料より抜粋】 
アプローチ

の方向 
減量に寄与する 
インセンティブ 

手    法 備考 

経済的側面 処理料金の低減 
 
 

ごみ量の明確化 
 
 ①排出量を袋等で把握 
 ②排出量を直接計量 

 料金体系，許可業

者と排出事業者の契

約内容の変更等を伴

う 

資料２ 

資料５ 

  
税・処理料金の徴収 
 
 

 
○焼却・埋立が割高となる料

金課税システムの導入 
 

ごみ処理と資源化処理
で受入価格に差をつけ
る 

 

行動支援的

側面 
減量行動実践 

 
 

減量の仕組み 
・情報の提供 

○情報提供（減量の先進的

取組事例，資源化業者の

紹介，減量マニュアルの

作成，事業所間の情報交

換の場づくり等） 

 資料７ 

法的側面 
 

法制度による拘束 ○罰則等の制定  資源化可能物の排

出事業者に，命令・

氏名公表・罰則適用

資料６ 

パートナー

シップで進

める新たな

ごみ減量 

排出者の減量意識

の向上 
○透明袋での分別排出（異

物排出の抑制） 
  

 発生抑制等の取組 ○事業者の発生抑制の取組

を市民と事業者のパート

ナーシップで支える仕組

みづくり 

協定締結 
・祭り，イベントごみ

の発生抑制 
・リユース食器，デポ

ジット容器等 
・エコツーリズム推進 

資料８ 

 

資 料 １ 

ごみの減量 

ごみの減量意識 

資源物の廃棄 

市民の支援 
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ごみ量の明確化 

１ 事業系ごみ指定袋制度 

○ 目 的 

１ 適正な分別排出を促進 
中身の見える指定袋を使用することにより，分別の徹底をはかる 

 

２ 事業者からのごみの減量を促進 
排出されるごみ量の可視化をはかり，ごみ処理に対する事業者のコスト意識の高揚を

促し，ごみの減量・リサイクルを促進する 

 

３ 受益者負担の公平性を確保（有料指定袋の場合） 
ごみ排出量に応じて，排出事業者にコストを負担してもらう 

 

○ 方 法 

１ 「（市施設での）処分料＋収集運搬量」を含んだ指定袋を使用する制度 

 

２ 「（市施設での）処分料」のみを含んだ指定袋を使用する制度 
（「（市施設での）処分料」以外にかかる料金については，排出事業者と許可業者にて

契約する） 

 

３ 料金を含めることなく，（市で）規格のみを規定した指定袋を使用する制度 
（料金については，排出事業者と許可業者にて契約する） 

 

２ 収集時にごみの容積を計量 

○ 目 的 

１ 事業者からのごみの減量を促進 
排出されるごみ量の可視化をはかり，ごみ処理に対する事業者のコスト意識の高揚

を促し，ごみの減量・リサイクルを促進する 

 

２ 受益者負担の公平性を確保 
ごみ排出量に応じて，排出事業者にコストを負担してもらう 

 

○ 方 法 

 

ごみ置場の目盛り，容器等，もしくは収集車のホッパーを使い，ごみ排出量

を容積計量 

 

３ ごみ収集時計量機能付き収集車の導入 

 

○ 目 的 

「２ 収集時にごみの容積を計量」と同じ 
 

○ 方 法 

収集車に計量装置を付けて，ごみ排出量を重量計量 

資 料 ２ 「経済的側面」からのアプローチ 
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排出事業者 

 
 有料指定（認定）袋制   方法１－１ 

 

 有料指定袋制   方法１－２ 
 

 

 

排出事業者 

 

許可業者

 

市の処理施設

ごみ収集運搬 

指定袋でごみを出す 

指定袋購入 

指定袋販売 
指定袋販売 

 

市が作成した袋

指定袋でごみを出す 

指定袋販売 

 

許可業者が作成した袋

（仕様は市が認定）

ごみ収集運搬

 

許可業者 

 

市の処理施設

（概 要） 

個々の許可業者が専用の指定袋を

作成し販売 (仕様は市が認定)  

○指定袋制度の比較 
資 料 ３ 

（概 要） 

市は，処分料金を含む袋を許可業者に販売。許可業者は，収集運搬料を上乗せし，排出事業者に販売。
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 有料指定袋制   方法２ 
  

 透明指定袋制   方法３ 
  

指
定
袋
販
売 

指定袋でごみを出す 

 

許可業者

 

市の処理施設

ごみ収集 

運搬 

 
袋販売店 

処分料金 

指定袋販売

   

指
定
袋
購
入 

 

排出事業者 

指
定
袋
販
売

指定袋でごみを出す 

 

許可業者

 

排出事業者 
 

市の処理施設
ごみ収集運搬 

袋販売店 
 

（規定に則り袋を制作） 

指定袋を規定 

（名称，容量，材質など）

指
定
袋
購
入 

（概 要） 

「事業系ごみ袋」「事業系資源ごみ袋」袋の名称

表示，容量，材質のみ規定し，自由に販売 

（概 要） 

排出者は販売店から指定袋（市の処分料金のみ）を購入。収集運搬は別に許可業者と契約



 ６

○指定袋制度の方式別の特長の比較 

  

 
有料指定(認定)袋制 (方法 1-1) 

(収運・処分手数料上乗せ) 
有料指定袋制 (方法 1-2) 
(収運・処分手数料上乗せ) 

有料指定袋制 (方法 2) 
(処分手数料のみ上乗せ) 

透明指定袋(方法３) 
(手数料上乗せなし) 

仕組の
概要 

個々の許可業者が専用の指定袋を作成し販

売 (仕様は市が認定)  

市は，処分料金を含む袋を許可業者に販売。許

可業者は，収集運搬料を上乗せし，排出事業者

に販売。 

排出者は販売店から指定袋（市の処分料金の

み）を購入。 

収集運搬は別に許可業者と契約 

「事業系ごみ袋」「事業系資源ごみ袋」袋の名

称表示，容量，材質のみ規定し，自由に販売

手数料
の流れ 

 現行どおり 

排出者→許可業者(容量制) 袋販売 

許可業者 →市(重量制) 市施設で計量 

 

市 → 許可業者   容量制 袋販売 

許可業者 → 排出者 容量制 袋販売 

 

市 → 排出者 容量制 袋を販売 

許可業者 →排出者 容量制 別途収運契約

 現行どおり 

排出者→許可業者(容量制) 通常月極め契約 

許可業者 →市(重量制) 市施設で計量 

長所 

 [排出事業者] 

○ごみ減量が処理費用の低減に直結 

○他社のごみ混入(ただ乗り)を区別できる 

[許可業者] 

○料金の徴収の簡素化(先払い) 

[市] 

○有料指定袋の販売等の管理業務が不要 

○指定袋以外の搬入でも手数料徴収の問題

を生じない。 

○排出事業者の経済的インセンティブによ

る減量効果が期待できる 

 [排出事業者] 

○ごみ減量が処理費用の低減に直結 

[許可業者] 

○料金の徴収の簡素化(先払い) 

[市] 

○排出事業者の経済的インセンティブによる

減量効果が期待できる 

○販売先が許可業者に限定されるため，方法

２に比べ袋の販売等の管理業務が軽微 

 [排出事業者] 

○ごみ減量が処理費用の低減に直結 

[許可業者] 

○処分料金改定の説明は，市が行うため，負

担とならない。 

[市] 

○排出事業者の経済的インセンティブによる

減量効果が期待できる 

 

 [排出事業者] 

○「事業系ごみ」と「資源ごみ」の袋表示

により，分別を促進 

 

[許可業者] 

○内容物の確認が容易   

[市] 

○透明指定にすることで，不適ごみのチェ

ックが容易 

 

短所 

 [許可業者] 

○自社専用のため袋の製作・販売の手間が

必要 

○処分料金の改定の都度，排出事業者に料

金値上げの交渉が必要 

○著しく重量が大きい場合は，利益が出な

い。 

○販売価格の統一は独占禁止法に抵触の虞 

○排出量，排出状況の違いによる値段差を

つけにくい。 

[市] 

○制度導入に対して強制力が無い 

 [許可業者] 

○処分料金の改定の都度，排出事業者に料金値

上げの交渉が必要 

○著しく重量が大きい場合は，利益が出ない 

○販売価格の統一は独占禁止法に抵触のおそ

れ 

○排出量，排出状況の違いによる値段差をつけ

にくい 

○他許可業者で購入の袋を排出されても区別

できない 

[市] 

○指定外の袋使用に対する監視体制が必要。 

[排出事業者] 

○処分料金を袋代として支払う他，別途集運

契約も必要。 

○制度移行時に処分手数料に見合う，契約額

の変更が必要となる（※） 

 [許可業者] 

制度移行時に処分手数料に見合う，契約額の

変更が必要となる（※） 

[市] 

○指定外の袋使用に対する監視体制が必要 

○処分料金改定時には，差額徴収方法，袋交

換等の事務が膨大となる。 

[排出事業者] 

○ごみの減量が直ちに処理費用の削減につ

ながらない。 

 

[許可業者] 

○処分料金の改定の都度，排出事業者に料金

値上げの交渉が必要 

 

[市] 

 ○袋の販売管理事務（ごみ袋規格の提示，製

造等の承認等）が必要 

 

 
○長尺物や著しく重量の大きいものなど袋を破損する虞のあるごみ等対処が必要。 

○バラやコンテナ単位で排出していた場合，指定袋に入れる手間が増え，袋分のごみが増加 

○排出事業者にとってかさばるごみは割高となる 

 

 

事例 
 許可業者が任意で導入： 

仙台市，千葉市，横浜市，北九州市 

 神戸市，広島市 

※神戸市では，収集運搬に関する基本料金と

排出状況等に応じて割増料金の基準を規定。

 名古屋市（許可業者，スーパー・コンビニ

等で購入） 
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○収集時計量の比較 

 収集時にごみの容量を計量 計量器付収集車両 

仕組み 
の概要 

○以下の基準でごみ排出量を計量し，20 ㍑ 87 円のごみ処理料金（処分料金＋収
集運搬料金）を排出事業者から徴収している。(札幌市) 

 
1.ごみ置き場を設置、目盛りを付ける。 
2.容積のはっきりしたごみ容器を使用する。 
3.大きさが一定のごみ袋を使用する。 
4.その他（収集車のホッパーで容積計量） 
 
 

 

○収集車に計量装置を付けて排出されたごみ量を計量。 
○計量データはパソコンを利用し，その場で計量伝票の発行も可能。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：車両メーカーパンフレット

長所 

 [排出事業者] 
○ごみ減量が処理費用の低減に直結 
[許可業者] 
○収集車両に計量装置を設置するよりは安価。 
○ハンディタイプのターミナルを活用すれば，その場でデータ処理や伝票発行がで

きる。 
○毎日のごみ量が明確化し，排出事業者との信頼感が向上。 
[市] 
○ごみ量に応じた手数料を排出事業者から直接徴収できる。 

 [排出事業者] 
○ごみ排出量とごみ処理費用は連動し，ごみ減量が処理費用の低下につながる。

[許可業者] 
○毎日のごみ排出量を計量することにより，排出事業者の信頼感が生まれる。
○ごみ排出量が適切に把握されており，市施設の処分料金の改定時の排出事業

者への説明はしやすい。 
○ISO14001 認証取得事業者等へ排出量データ等の情報提供が可能である。 

[市] 
－ 特

徴 

短所 

[排出事業者] 
○導入している札幌市では，重量物は別途料金（0.25ｔ/ｍ3）を設定） 
 
[許可業者] 
○一つ一つの事業所のごみ量計量に手間がかかる。計量値の集計や伝票発行等にハ
ンディタイプターミナル等の導入が必要である。 
[市] 

夜間，無人事業所も多く全事業所への制度徹底は困難 
 

 [排出事業者] 
○計量のための停車時間が長くなり後続車両の通行を妨害しないよう，場合に

よってはごみ置き場の移動や，収集車両に合わせて計量専用コンテナの導入
が必要となる。 

[許可業者] 
○計量装置が車両１台当たり 200 万円前後のかかり，負担が大きい。 
○一つ一つの事業所のごみ量計量に手間がかかる。 
[市] 
○全許可車両に装備させるには，一定の期間，助成が必要 

備考 
（事例） 
 札幌市（伝票方式） 

（事例） 
 事業系ごみ全体に導入している都市事例はないが，ISO14001 認証取得事業

者等の収集に活用 
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○指定袋制度等の減量効果等特徴の比較 
 

 

現行 

有料指定(認定)袋制 
 方法 1-1 

 
(収運・処分料上乗せ)

許可業者が袋作成 

有料指定袋制 
 方法 1-2 

 
(収運・処分料上乗せ)

市が袋作成 

有料指定袋制 
 方法 2 

 
(処分料のみ上乗せ)

透明指定袋 
方法３ 

 
(手数料上乗せなし)

収集時計量 
 

(容量・袋数) 

計量器付収集車 
 

(重量計量) 

ごみ量の明確化 × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 

ごみ減量への 
経済的インセンティブ 

× ◎ ◎ ◎ 
× 

従前どおり 
○ごみ量に応じた契約に要変更 

適正排出への効果 × ◎ ◎ ◎ ◎ 
× 

従前どおり 

集金業務の簡素化 × 
◎ 

袋購入による先払い 

◎ 

袋購入による先払い 

× 

従前どおり 

× 

従前どおり 

× 

従前どおり 

収集条件の違いによる収
集料金の柔軟性 

◎ 
× 

業者単位で袋単価同一 

× 

業者単位で袋単価同一 

◎ 

従前どおり 

◎ 

従前どおり 

◎ 

従前どおり 

許可業者 － 
× 

袋の製作・販売・管理 

△ 

袋の販売・管理 

△ 

集運契約の変更 

◎ 

不適物明確 

△ 

計量器の導入 

× 

計量器付収集車導入

排出者 － 
○ 

月契約等から袋購入に 

○ 

月契約等から袋購入に 

× 

 袋購入と別途集運契約

○ 

指定袋の購入 

△ 

計量器の導入 
○ 

制度導入 

容易性 

市 － 
◎ 

許可業者独自制度 

△ 

袋の製造・管理 

× 

 袋の製作・販売・管理

△ 

指定袋の規格検査 
－ － 

説明負担 
許可 

業者 

従前どおり 

許可業者に負担 

従前どおり 

許可業者に負担 
京都市が対応 

従前どおり 

許可業者に負担 

従前どおり 

許可業者に負担 

従前どおり 

許可業者に負担 搬入手数料改
定時の対応 旧袋等へ

の対応 
－ 

許可業者が，旧袋交換・

差額徴収等の対応 

市・許可業者が，旧袋交

換・差額徴収等の対応 

京都市が，旧袋交換・ 

差額徴収等の対応 
対応は不要 対応は不要 対応は不要 

ごみ減量効果 × ◎ ◎ ◎ 

○ 

適正排出及びごみ量明確

化による効果 

○ 

ごみ量明確化による効果 

ごみ量に応じた契約に変更すれば◎ 
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○ 許可業者アンケートより 

 

図４－１ ごみ処理手数料の支払い方法に対する許可業者の意向 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－２ 有料指定袋制導入を選んだ許可業者（※）の意見（複数回答） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「有料指定袋制」を導入するとすれば，
方法１がよい

「有料指定袋制」を導入するとすれば，
方法２がよい

現行のままで，制度変更は必要ない

無回答

16.9%

7.0%

64.8%

11.3%

0 10 20 30 40 50 60 70

方法１は袋販売時に料金を徴収でき，収集後の集金が不要で便利

方法１は袋の販売価格が上限金額内での設定で，メリットがない

方法２は処理手数料を含む価格で処理手数料の交渉が不要で便利

方法１，２とも料金改定時の新旧袋の入れ替えがわずらわしい

方法１，２とも指定袋に入らないものがあり不便

その他

無回答

64.7

17.6

41.2

5.9

11.8

5.9

5.9

(％)

（※）

資 料 ４ 

指定袋導入に関するアンケート 

(方法 1) 
収運・処分手数料上乗せ 

(方法 2) 
処分手数料のみ上乗せ 
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○ 排出事業者アンケートより 

 

図４－３ 有料指定袋への意向の理由（複数回答） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－４ 有料指定袋への意向の理由（複数回答） 
〔 現在の方法 〕        〔 方法１ 〕        〔 方法２ 〕 

 
 
 
 
 

有料指定袋制を導入すると
すれば，方法１がよい

有料指定袋制を導入すると
すれば，方法２がよい

現在の方法で問題はなく，
制度の変更の必要はない

無回答
12.6%

11.7%

60.7%

15.0%

0 20 40 60 80 100

全  体

２９人以下

３０人以上２９９人以下

３００人以上

無回答

12.6

12.1

13.7

6.8

15.4

11.7

12.4

11.2

11.0

9.6

60.7

51.6

69.1

78.1

51.9

15.0

23.9

6.0

4.1

23.1

有料指定袋制を導入するとすれば，
方法１がよい

有料指定袋制を導入するとすれば，
方法２がよい

現在の方法で問題はなく，
制度の変更の必要はない 無回答

(％)

① ① 

② 

① 

② 

0 20 40 60 80

袋の個数で，ごみ量と
ごみ処理費用が

簡単に把握でき便利

袋に入らない
ものもあり，不便

軽く，かさばるごみ
が多く，負担増に

なる懸念がある

ごみ量減で
処理料金も減り，
ごみ減量の取組を

積極的に進められる

その他

無回答

5.2

42.3

30.8

9.1

5.2

33.0

0 20 40 60 80

63.4

19.5

18.3

37.8

1.2

13.4

0 20 40 60 80

42.8

23.0

15.8

62.5

2.0

6.6

(％)

(方法 1) 
収運・処分手数料上乗せ 

(方法 2) 
処分手数料のみ上乗せ 
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ごみ収集時計量機能付き収集車について 

ごみ収集時計量機能付き収集車の導入は，まだ少数である。 
以下には，ごみ収集時計量機能付き収集車導入業者ヒアリング結果（表５－１）と，各車両メーカ

ーのごみ収集時計量機能付き収集車の情報を整理した。 
 

表５－１ ごみ収集時計量機能付き収集車導入業者ヒアリング 

Ｎ社 ３トン車×２台（産業廃棄物用） 
排出事業者からの要望により導入，特に関東地域で要望多い 

メリット  デメリット 
○それほど手間はかからない。 
○産廃なのでマニフェストに量を記載する必要

（本来は排出事業者）があり，計量結果打ち

出しにより，1 回ごとの受託量が明確化， 
○受託量に応じた処理料金の請求により，排出

事業者に対する信用力が向上。 

○比較的個々の排出事業者の量は多く，反転式

の専用コンテナで積込み。最小計量単位は，

10kg であり，それ以下の小口排出事業者には

不向き 
○一台あたり２００万円増 

 
ＭＳ社 4 トン車×6 台/12 台（一般廃棄物用） 
 今後，計量機能付き収集車に順次切り替え 
メリット  デメリット 
○請求料金が明確化 
○客先との信頼性向上 
○客先との当初のデータ取りに利用し，それに

基づき料金契約 
○ＧＰＳ機能つきを導入し,更に管理の効率化

を予定 
○京都では導入は当社だけ 

○特になし。 
○事故等を起こした場合，計量器の修理に高く

つく 
○集計はパソコン処理が必要なので，料金徴収

には使っていない。 

 
Ｋ社 1 台／35 台 （一般廃棄物用） 
 食品Ｒ法の施行や排出事業者のＩＳＯ取得等に伴う要望により導入 
 排出事業者の分別が増加し，はこ車の需要が増え，現時点で計量機能付き収集車の増車予定は

無い。 
メリット  デメリット 
収集量が明確になり，客先との信頼性が向上 
 

○特になし 
○積載量が若干少なくなる。 

 
ＭＴ社 1 台／4 台 （事業系資源ごみ・一般廃棄物用） 
 排出事業者のＩＳＯ取得等に伴う要望により導入 
 今後計量機能付き収集車を増車していきたい。 
メリット  デメリット 
○収集運搬業者自身，客先とも満足度は高い。 
○計量結果に基づき料金請求 

○特になし 
 

資 料 ５ 
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【メーカーホームページより】 
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１．搬入物検査について（他都市の事例） 

 

横浜市では市焼却施設に事業系一般廃棄物の受入れを行う際，下記の装置を使用して適

正でないごみが含まれていないかの検査・指導を実施している（受入時間中は常時）。 

 

 

（搬入物検査装置：平成 16 年度導入） 

 

 

（展開検査中のごみ）               【横浜市 HP より抜粋】 

 

搬入物検査実績 

年 度 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 

検査台数 8,093 40,923 90,629 141,756

指導台数 1,319 5,240 4,649 3,300

持ち帰り台数 161 284 223 101

【横浜市事業概要より】 

搬入物検査方法について 

 

目視検査 

 

 ごみピットへの投入時に適正で

ないごみが含まれているかどうか

目視で検査を行う。 

 

展開検査 

 

 ごみを搬入物検査装置に展開し

て，適正でないごみが含まれていな

いか検査を行う。 

（目視検査に比べて，より精度の高

い検査が可能となる。） 

 

適正でないごみが発見された

場合 

 

 適正でないごみが発見された場

合は，ごみの持ち帰りや注意などの

指導を行う。 

「法的側面」からのアプローチ 
資 料 ６ 
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２．罰則制度について（他都市の事例） 

 

また，横浜市では市焼却施設に事業系一般廃棄物を搬入する際の検査で，分別ルールが

守られていない場合には許可業者，または排出事業者に罰則制度を適用している。 

 

【横浜市 HP より】 
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事業系ごみ減量マニュアルの作成，配布 

 

業種別の具体的取組事例紹介や資源化ルートの一覧掲載などにより，排出事業者の

ごみ減量・資源化を推進するもの。 

 

「行動支援的側面」からのアプローチ 

資 料 ７ 

 
 

「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」の構成 

 
目 次 

１ はじめに～地球温暖化は深刻な問題です 

２ 京都市の事業系ごみの現状 

３ 事業系ごみの処理責任（事業系ごみに関する法体系） 

４ 事業所から出るごみの処理方法「事業系ごみ処理ガイドライン」 

５ ごみ減量への取組について 

(１)事業所内でのごみ減量推進体制 ‥‥‥‥ 

(２)ごみ・資源の発生量の把握 ‥‥‥‥‥‥‥ 

(３)ごみ・資源の記録票 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

(４)減量化・資源化への取組 ‥‥‥‥ 

(５)ごみの種類ごとの取組例 

(６)業種ごとの具体的な取組例 ‥‥ 

《事務所・飲食店・卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業》

(７)イベントごみ減量対策 

６ 分別早見表 

７ 事業系ごみデータ集 

８ ごみ減量に関する相談先一覧 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

（案） 

次ページに内容を例示 
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「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」の内容例（その１）

（５）ごみの種類ごとの取組例 

【「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」より】
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【「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」より】
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ごみの組成（事務所）

紙類, 63.8

プラスチック類, 13.9

繊維類, 1.3

ゴム類, 0.3

皮革類, 0.3

ガラス類, 1.7

金属類, 12.1

陶磁器類, 0.8

厨芥類(流出水分含
む）, 3.5

木片類, 2.3

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的な取組例 

 

・従業員に訓示，教育，研修などを実施するとともに，分別保管スペースの確保や排出

ルールを確立し，ごみの減量と分別排出の徹底を図る。 

・内部文書，事務の見直し等によりペーパーレス化を進める。 

・再生紙やトイレットペーパー等の再生品の購入を進める。 

・裏面が白紙の OA 用紙，広告紙の裏面を活用する。 

・段ボール，新聞，雑誌等は資源回収業者へ引き渡す。 

・個々のごみ箱を撤去し，ごみを出さない意識を定着させる。 

・事務机やロッカーなどは補修，再利用を促進するとともに，社内リサイクルについて

も積極的に取り組む。 

・使い捨て容器や食べ残しなどの弁当くずを減らす。 

・従業員食堂でのメニューを工夫し，食べ残しを減らす。 

 

（％）

（６）業種ごとの具体的な取組例 

事 務 所 

「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」の内容例（その２）

【「（仮）事業系ごみ減量マニュアル」より】

６割以上を占めている紙類

の減量が最も効果的 
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「京のアジェンダ 21 フォーラム」のリユース食器に対する取組を例にして 

 

パートナーシップで進める新たなごみ減量 

【京のアジェンダ 21 フォーラムＨＰより】

資 料 ８ 



 20

 

都市名 神戸市 広島市 名古屋市 

導入時期 平成 1９年 4 月 平成 17 年 10 月 平成 12 年 4 月 

区 分 可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・資源ごみ 可燃ごみ、不燃ごみ 可燃ごみ、不燃ごみ 

収 集 
一般廃棄物収集運搬許可業者 

（袋を使用しての自己搬入も可能） 

一般廃棄物収集運搬許可業者 

（袋を使用しての自己搬入も可能） 

一般廃棄物収集運搬許可業者 

（自己搬入の場合は袋不要） 

指定袋の 

規 格 

・コンビニエンスストア・ホームセンター・

スーパーマーケット・小売店及び一般廃棄

物収集運搬業者で購入した指定袋を使用

し，①許可業者による収集，もしくは②処

理施設に自己搬入，のいずれかの方法にて

市施設に搬入する。 

・コンビニエンスストア・ホームセンター・スー

パーマーケット・小売店などの「事業ごみ指

定袋取扱店」で購入した指定袋を使用し，①

許可業者による収集，もしくは②処理施設に

自己搬入，のいずれかの方法にて市施設に搬

入する。 

・許可業者，ビルメンテナンス業者，清掃用

品を扱う商店などで購入し，排出事業者

名を記入して許可業者が収集を行う。 

・指定袋の代金に収集，運搬，処分に伴う手

数料は含まれておらず，別途委託する許

可業者へ支払う。 

・色や強度などの規格は市で定めている。 

手数料 販売価格         （円/10 枚） 

 可燃 不燃 粗大 資源 

30 ㍑ 570 690 930 190 

45 ㍑ 840 1,020 1,380 270 

70 ㍑ 1,310 1,590 2,150 420 

90 ㍑ 1,690 ― ― ― 
 

販売価格         （円/10 枚） 

 可燃 不燃 

10 ㍑ 460※  

30 ㍑ 690  

45 ㍑ 1,040 630 

70 ㍑ 1,610 980 

90 ㍑ 2,080 1,260 

※のみ（円/20 枚）

（参考） 

袋のみの価格は 10～15 円/枚程度 

各都市の事業系ごみ指定袋制度について 

資 料 ９ 
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○事業系ごみ有料袋制度（広島市） 

 
 
 

全国都市清掃会議 広島市発表資料より
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全国都市清掃会議 広島市発表資料より
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全国都市清掃会議 広島市発表資料より
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○事業系ごみ指定袋制度（名古屋市） 

 
（名古屋市一般廃棄物事業協同組合 HP より抜粋） 

 
☆ごみ袋については，規格基準のみを名古屋市で策定し，それに従って許可業者等が独自

に製作し，使用する。 

許可業者等の独自ルート

にて，民間資源化施設へ搬

入

破砕後は焼却工場へ 
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各都市のごみ量の推移 

横浜市事業系ごみの推移

10 9 8 9 9 8

665 649
605

452
403

372

0

100

200

300

400

500

600

700

800

10 11 12 13 14 15 16 17 18

平成　　年度

千
ト

ン

焼却

埋立

平成１５年１２月～

・建設木くず，繊維くず，古紙
類の市焼却工場への搬入停
止

平成１６年４月～

・各工場にて搬入物検査を強化
（搬入物検査装置の導入，検査専門員の配置）
・啓発回数　Ｈ１６年度：２９回⇒Ｈ１７年度：６３回
・大規模事業所立入検査
　　　　　　　Ｈ１５年度：７００事業所
　　　　　　　　　　⇒Ｈ１６年度：９００事業所
・搬入物検査（指導台数）
　　　　Ｈ１５年度：1,319台　⇒Ｈ１６年度：5,240台
・給食残渣リサイクル
　　　　　　Ｈ１６年度：９９校　⇒Ｈ１７年度：１９８校

平成９年１月～

・事業系ごみ有料化
　（許可業者による収集開始）

※それまでは市が無料で収集

資 料 10 
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名古屋市事業系ごみの推移

60
39 29 33 28 31 27 24 23

205

185 198 204 204 208 223 220 219

170

157
108 99 95 94

0 0

74

109

127 131 135
145

156

0

※※

0

100

200

300

400

500

600

10 11 12 13 14 15 16 17 18

平成　　年度

千
ト

ン

事業系 資源回収

市収集 （小規模事業所）

許可業者収集

自己搬入

平成１６年４月～

・「市収集（小規模事業所）ごみ」は許可業
者収集に移行

・搬入ごみの処理手数料を10円/㎏から
20円/㎏に改定

平成１１年２月～
【ごみ非常事態宣言】
・指定袋制の導入
・産業廃棄物の全面受入停止
・古紙，ビン，缶，ペットボトル，発泡ス
チロールの受入禁止

※　未集計

事業系ごみ（自己搬入以外）
３０２⇒２２３
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広島市事業系ごみの推移

16 24 21 33 28 31 27 24 23

175
185 199

199
188 189

175 169
153

1
1

1
1 1

3
2

3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

10 11 12 13 14 15 16 17 18

平成　　年度

千
ト

ン

事業系 資源回収

許可業者収集

自己搬入

平成１７年１０月～

・有料指定袋制導入

平成１３年４月～

・廃プラスチック受入停止 平成１６年４月～

・再生可能な紙類
　　　　　　　　受入停止平成１1年４月～

・剪定枝リサイクルセンター
稼動

事業系資源回収は市施
設への搬入量
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今後のスケジュール（案） 

 審議内容 

第１回 
(5/22) 

これまでの論点整理と議論の方向について 

調査内容の説明 

第２回 
(８/3) 

調査内容に基づく減量化対策の検討① 
 調査結果の概要と市の施設での受入のあり方について 

第３回 
(９/19) 

調査内容に基づく減量化対策の検討② 

第４回 
(10/26) 

調査内容に基づく減量化対策の検討③ 
中間報告とりまとめ 

第４１回本会 
(12/14) 

部会からの中間報告について    

第５回 
(1/30) 

○事業系ごみ減量化へ向けた方向性の確認 
 
１ 今後の部会進行について 
２ 事業系ごみの現状と取組 
３ 議論の基本的な方向性 

 

第６回 
(3/24) 

○事業系ごみ減量化へ向けた，効果的インセンティブの 
模索について① 

１ 事業系ごみの現状と課題 
２ 排出事業者のごみ減量に向けたインセンティブについて 
３ 他都市の動向 
 

第７回 
(５/１) 

○事業系ごみ減量化へ向けた，効果的インセンティブの 
模索について② 

１ 事業系ごみ減量に有効な方法の検討 
（方法ごとの長所，短所整理，効果の予測等） 

 
２ 排出事業者のごみ減量に向けた周知・啓発方法の検討 

（減量マニュアルの素案について等） 
 
３ 事業系ごみの全般的な減量化対策について 

第８回 
(5 月下旬) 

最終報告とりまとめ 

第４２回本会 
(6 月下旬) 

部会からの最終報告を踏まえた答申の内容について 

 

答 申 

資 料 １１ 
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